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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングを備えているかみそりカートリッジであって、
　前記ハウジングは、
　ａ）ブレード剃毛平面（Ｐ）を形成する２つ以上のブレードと、
　ｂ）少なくとも１つの皮膚係合部材と、を備え、
　前記皮膚係合部材は、
　ｉ）基部と、最大高さ（ｈ）までほぼ鉛直に延びる少なくとも２つの側壁と、皮膚接触
面とを有する容器、及び
　　ｉｉ）前記容器の内部に解放可能に及び実質的に収容された潤滑材料又はその混合物
を含み、
　前記潤滑材料は、５０重量％～９９重量％のポリエチレンオキシドポリマー又はその混
合物を含み、前記ポリエチレンオキシドポリマーは、５０万～１０百万の平均分子量を有
し、
　前記容器の壁の前記高さ（ｈ）は、前記ブレード平面（Ｐ）の上方０．１ｍｍ（ｈ＝＋
０．１ｍｍ）～前記ブレード平面（Ｐ）の下方０．６ｍｍ（ｈ＝－０．６ｍｍ）にあり、
かつ、前記ポリエチレンオキシドポリマーの分子量と前記側壁の最大高さとの間の関係が
、
　　ポリエチレンオキシドポリマーの分子量（百万）＝１０×ｈ（ｍｍ）＋７
という計算式に従う線の下方の面積によって表されるように選択される、かみそりカート
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リッジ。
【請求項２】
　前記容器の側壁（ｈ）の高さは、前記ブレード平面（Ｐ）の下方０ｍｍ～０．３ｍｍに
ある、請求項１に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項３】
　前記ポリエチレンオキシドポリマーは、１百万～６百万の平均分子量を有する、請求項
１に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項４】
　前記ポリエチレンオキシドポリマーは、１百万～４百万の分子量を有する、請求項１に
記載のかみそりカートリッジ。
【請求項５】
　前記潤滑材料は、前記潤滑材料の０．０１重量％～５０重量％のポリエチレンオキシド
とポリプロピレンオキシドとのコポリマーを更に含む、請求項１に記載のかみそりカート
リッジ。
【請求項６】
　前記ポリエチレンオキシドとポリプロピレンオキシドとのコポリマーが、少なくとも５
０００の範囲の平均分子量を有する、請求項５に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項７】
　前記ポリエチレンオキシドポリマーは、前記潤滑材料の７０重量％～９０重量％の濃度
で存在する、請求項５に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項８】
　前記容器が、前記基部から延びている、４つの壁を備える請求項１に記載のかみそりカ
ートリッジ。
【請求項９】
　前記容器の皮膚接触面は、最上部を更に備え、前記最上部は、少なくとも１つの分配開
口部を備える、請求項７に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項１０】
　前記容器の皮膚接触面は、少なくとも２つの分配開口部を備える、請求項７に記載のか
みそりカートリッジ。
【請求項１１】
　前記皮膚係合部材の皮膚接触面は分配開口部を有し、
　前記皮膚係合部材の皮膚接触面の断面積の、前記開口部の断面積に対する比は、５０：
１～１：１である、請求項１に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項１２】
　前記容器が、体積の少なくとも６０％が前記潤滑材料で充填されている、請求項７に記
載のかみそりカートリッジ。
【請求項１３】
　前記潤滑材料は、圧縮された粉末の形態である、請求項１に記載のかみそりカートリッ
ジ。
【請求項１４】
　前記除毛カートリッジに永久的に又は着脱可能に取り付けられたハンドルを更に備える
、請求項１に記載のかみそりカートリッジ。
【請求項１５】
　前記かみそり皮膚係合部材が、前記少なくとも２つのブレードの「後方」に設置される
、請求項１に記載のかみそりカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、かみそりカートリッジに使用して改善された潤滑を提供するための皮膚係合
部材に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　剃毛の間に潤滑効果を提供するためにかみそりのブレードに剃毛補助剤を使用すること
は、公知である。たとえば、米国特許第７，１２１，７５４号、同第６，２９８，５５８
号、同第５，７１１，０７６号、同第５，１３４，７７５号、同第６，３０１，７８５号
、米国特許出願公開第２００９／０２２３０５７号、及び同第２００６／０２２５２８５
号を参照されたい。そのような剃毛補助剤は、一般的に、構造的一体性を提供するための
非水溶性のマトリクス材料と、いったん剃毛中に水が存在する溶液中に入ると、剃毛中の
潤滑を提供するようなポリエチレンオキシド（Ｐｏｌｙｏｘ）などの水溶性のポリマーと
、を含む。剃毛潤滑剤としてのｐｏｌｙｏｘの導入以来、その分野において開発がほとん
ど行われてこなかったが、ポリエチレンオキシドポリマーに制限がないわけではない。た
とえば、低分子量のポリエチレンオキシドポリマーの使用は、限られた潤滑しか提供せず
、一方、改善された潤滑は、より高い分子量のポリエチレンポリマーを用いるときに見ら
れる場合があり、これは、典型的には使用中に形成される水溶液の別の態様に否定的な影
響を与える。たとえば、結果として得られる水溶液の粘度が増加する場合もあり、それに
より否定的な知覚特性に繋がる場合があり、たとえば、特に潤滑剤に関して、ユーザにと
っての剃毛の感触が懸念される。先行技術は、また、高分子量のポリエチレンオキシドと
低分子量のポリエチレンオキシドの組合せを使用することにより、これらの性能特性のバ
ランスをとることについて述べている。それにもかかわらず、そのような組合せもまた、
性能を改善する能力は限定的であり、かつ／又は別の否定的な性能特性を招く。
【０００３】
　しかし、最近では、ポリエチレンオキシドポリマーのような剃毛補助剤をその中に収容
するトレイ又は容器を備えている皮膚係合部材の形態のいくつかの剃毛補助具が、製造さ
れている。米国特許出願公開第２０１１／００９９８１５号、国際公開第２０１１／０４
７２２１号、国際公開第２０１１／０４７２２２号、国際公開第２０１１／０４９８９２
号、及び国際公開第２０１１／０５０１３０号を参照されたい。
【０００４】
　しかし、潤滑剤の知覚される性能は、全てが化学的性質自体に基づいているわけではな
く、潤滑剤を収容するトレイ又は容器の、かみそりカートリッジ自体及びその皮膚接触面
との関係及びそれらへの向きにも依存する。米国特許出願公開第２０１２／００３０９４
５号は、不快感及び皮膚膨隆を低減するために、前壁の位置が剃毛平面の下方にある、潤
滑剤用の剃毛補助剤保持部材を開示している。
【０００５】
　押出成形のような、そのような皮膚係合部材の製造において用いられる加工技術も、潤
滑化性能に影響を与え得ることが更に確認された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，１２１，７５４号
【特許文献２】米国特許第６，２９８，５５８号
【特許文献３】米国特許第５，７１１，０７６号
【特許文献４】米国特許第５，１３４，７７５号
【特許文献５】米国特許第６，３０１，７８５号
【特許文献６】米国特許出願公開第２００９／０２２３０５７号
【特許文献７】米国特許出願公開第２００６／０２２５２８５号
【特許文献８】米国特許出願公開第２０１１／００９９８１５号
【特許文献９】米国特許出願公開第２０１１／０４７２２１号
【特許文献１０】米国特許出願公開第２０１１／０４７２２２号
【特許文献１１】米国特許出願公開第２０１１／０４９８９２号
【特許文献１２】米国特許出願公開第２０１１／０５０１３０号
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【特許文献１３】米国特許出願公開第２０１２／００３０９４５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、上述の否定的側面を伴わずに潤滑剤の性能を更に改善しつつ、皮膚表面へ
のこの送達がかみそりカートリッジの使用のサイクルにわたって維持されることを確実に
する必要性が依然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の態様によると、ハウジングを備えるかみそりカートリッジが提供され、ハウジン
グは、
　ａ）ブレード剃毛平面（Ｐ）を形成する２つ以上のブレードと、
　ｂ）少なくとも１つの皮膚係合部材と、を備え、
　前記皮膚係合部材は、
　　ｉ）基部と、少なくとも１つの最大高さ（ｈ）までほぼ鉛直に延びる壁とを有する容
器、及び
　　ｉｉ）容器の内部に解放可能に及び実質的に収容された潤滑材料又はその混合物を含
み、
　少なくとも１つの壁は好ましくは、ブレード剃毛平面（Ｐ）に垂直であり、皮膚接触面
は好ましくは、分配開口部を有し、
　潤滑材料は、５０重量％～９９重量％のポリエチレンオキシドポリマー又はその混合物
を含み、ポリエチレンオキシドポリマーは、５０万～１０百万の平均分子量を有し、
　容器の壁の高さ（ｈ）は、ブレード平面（Ｐ）の上方０．１ｍｍ～ブレード平面（Ｐ）
の下方０．６ｍｍにあり、かつ、ポリエチレンオキシドポリマーの分子量と壁の最大高さ
との間の関係が、
　ポリエチレンオキシドポリマーの分子量（百万）＝１０*ｈ（ｍｍ）＋７
　という計算式に従う線の下方の面積によって表されるように選択される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明による除毛装置の側面図である。
【図２】本発明による追加のかみそりカートリッジの断面側面図である。
【図３】本発明による追加のかみそりカートリッジの断面側面図である。
【図４】本発明による追加のかみそりカートリッジの断面側面図である。
【図５】本発明による追加のかみそりカートリッジの断面側面図である。
【図６】本発明による追加のかみそりカートリッジの断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明によれば、除毛装置（たとえば、かみそり）が提供され、除毛装置は、本明細書
において以下で述べるかみそりカートリッジと、好ましくは、カートリッジに永久的に又
は着脱可能に取り付けられるハンドル（又は把持部）と、を含む。除毛装置を、手動又は
電動とすることができ、湿式及び／又は乾式用途に用いることができる。かみそりカート
リッジは、交換可能であってもよく、及び／又はハンドルに（たとえば、カートリッジ接
続構造体を介して）枢動可能に接続されてもよく、そしてハンドルに順番に又は独立して
（たとえば、永久的に固定して）接続されてもよい。いくつかの実施形態では、カートリ
ッジ接続構造体は、カートリッジを解除可能に係合するための少なくとも１つのアームを
含む。
【００１１】
　かみそりカートリッジは、除毛処理中に皮膚に送達するための様々な潤滑材料をかみそ
りカートリッジに装着することを一般的に可能にする少なくとも１つの皮膚係合部材を備
えている。本発明による皮膚係合部材及びかみそりカートリッジ上のその位置についての



(5) JP 6325688 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

詳細は、本発明の様々な要素を含むことができる例示的な実施形態を示す図を用いて本明
細書において開示される。明細書に記載され、図面に開示された要素の様々な組合せを、
本発明に従って使用できることを、当業者は理解するであろう。
【００１２】
　皮膚係合部材（剃毛補助部材又は皮膚係合剃毛補助部材とも呼ばれる）は、後述するよ
うに、潤滑剤、つまり潤滑材料、及びその混合物／組合せを備えている。潤滑材料は、容
器の内部に解放可能に及び実質的に収容される。
【００１３】
　Ｉ．ポリエチレンオキシド
　潤滑材料は、ポリエチレンオキシドポリマー又はその混合物を含む。好ましいポリエチ
レンオキシドは、たとえばＷＳＲ－Ｎ－１２Ｋ及びＷＳＲ　Ｎ－６０ＫのようなＰＯＬＹ
ＯＸ（Ｕｎｉｏｎ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）、又はＡ
ＬＫＯＸ（Ｍｅｉｓｅｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｗｏｒｋｓ（日本国、京都）から入手可能
）として一般的に知られている。ポリエチレンオキシドは、約５０万～１０百万、好まし
くは約１百万～約６百万、より好ましくは約１百万～約５百万、更により好ましくは約１
百万～約４百万、最も好ましくは１百万～約２百万の平均分子量を有する。驚くことに、
選択された平均分子量のポリエチレンオキシドとブレード平面に対する容器壁高さの位置
との組合せは、後述するように、改善された潤滑を提供することがわかった。
【００１４】
　ポリエチレンオキシドは、好ましくは、潤滑材料の少なくとも約５０重量％、より好ま
しくは少なくとも約６０重量％、最大約９９重量％（又は最大約９０重量％）を構成する
。たとえば、ポリエチレンオキシドポリマーは、潤滑材料の少なくとも約５０重量％、好
ましくは約５０重量％～約９９．９重量％、より好ましくは約６０重量％～約９５重量％
（たとえば、約９０重量％～約９５重量％）、更により好ましくは約７０重量％～約９０
重量％の量で存在し得る。
【００１５】
　ポリエチレンオキシドポリマーのすべてが平均分子量要件を満たす必要はなく、たとえ
ば、少なくとも１つの、しかしすべてより少ない数の等級は平均分子量特性を満たすが、
ポリエチレンオキシドの総量が上記の範囲のうちの１つの中にある、２つ以上の等級のポ
リエチレンオキシドのブレンド物を用いることができる。代替として、ポリエチレンオキ
シドの全体についての平均分子量は、所望の平均分子量範囲内にある場合があり、並びに
ポリエチレンオキシドの総量は、上記の範囲のうちの１つ以上に一致する。
【００１６】
　ＩＩ．水溶性ポリマー
　潤滑材料は、追加の水溶性ポリマーを更に含んでもよい。好適な水溶性ポリマーの例と
しては、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリヒドロキシメタクリレート、
ポリビニルイミダゾリン、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、ポリヒドロ
キシエチルメタクリレート、シリコーンポリマー、及びこれらの混合物が挙げられる。い
くつかの実施形態では、上述の水溶性ポリマーは、ポリエチレングリコール、及びその混
合物からなる群から選択される。そのような水溶性ポリマーは、潤滑材料の１重量％～５
０重量％、好ましくは１重量％～２０重量％の濃度で用いられ得る。
【００１７】
　ＩＩＩ．ポリエチレンオキシドとポリプロピレンオキシドとのコポリマー
　潤滑材料は、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）とポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）と
のコポリマーを更に含んでもよい。ＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーは、少なくとも５，０００
、好ましくは１０，０００～２０，０００の範囲、より好ましくは１１，０００～１５，
０００の範囲、更により好ましくは１２，０００～１３，０００の範囲、なお更により好
ましくは１２，２５０～１２，７５０の範囲の平均分子量を有してもよい。いかなる理論
にも拘束されることを望むものではないが、十分な分子量のＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーの
含有は、水性条件における皮膚係合部材の潤滑特性を、特に更なる水溶性ポリマー（特に
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ポリエチレンオキシド）との組合せにおいて更に改善し、ひいては使用中の望ましくない
感覚を防ぐと考えられる。
【００１８】
　ＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーは、有利には、たとえば、ジブロックコポリマー、トリブロ
ックコポリマー、マルチブロックコポリマー、ラジアルブロックコポリマー、又はランダ
ムブロックコポリマーなどのブロックコポリマーであってもよい。好ましくは、ＰＥＯ／
ＰＰＯコポリマーは、トリブロックコポリマーであり、より好ましくはＰＥＯ－ＰＰＯ－
ＰＥＯのシーケンスを有するトリブロックコポリマーであり、後者は、ＢＡＳＦからＰｌ
ｕｒａｃａｒｅという商品名で、及びＳｉｇｍａ－ＡｌｄｒｉｃｈからのＰｌｕｒｏｎｉ
ｃという商品名で市販されている。
【００１９】
　ＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーのＰＰＯに対するＰＥＯの（すなわち、プロピレンオキシド
反復単位に対するエチレンオキシド反復単位の）重量比は、１０００：１～１：１０００
又は１００：１～１：１００であってもよい。有利には、重量比は、水溶性ポリマー（特
に、ポリエチレンオキシド）及び水を含む系におけるＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーの溶解特
性を改善するように選択され、１０：１～１：１０、好ましくは１：１～１：７（又は、
ＰＰＯの重量がＰＥＯの重量以上である任意の比）、より好ましくは１：２～１：５、更
により好ましくは１：２．５～１：４、なお更により好ましくは１：２．５～１：３であ
り得る。ＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーは、０～５０、有利には１～３０、好ましくは５～２
５、より好ましくは１０～２５、更により好ましくは１７～２４、なお更により好ましく
は１８～２３のＨＬＢを有してもよい。
【００２０】
　ＰＥＯ／ＰＰＯコポリマーは、一般的には、潤滑材料又は皮膚係合部材の０．０１重量
％～５０重量％、好ましくは０．０１重量％～５０重量％、より好ましくは２重量％～４
０重量％、更により好ましくは３重量％～２５重量％、なお更に好ましくは４重量％～２
０重量％、最も好ましくは５重量％～１０重量％の量で存在する。
【００２１】
　ＩＶ．非水溶性材料
　潤滑材料は、また、非水溶性材料を更に含んでもよい。好適な材料は、疎水性結合剤を
含む。そのような構成成分は、機械的に侵食される傾向を低減することによって、潤滑材
料の耐用期間を向上させ得る。有利には、疎水性結合剤は、標準温度及び圧力において固
体である。好適な疎水性結合剤は、二価金属カチオンステアラート、好ましくは、ステア
リン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、又はこれらの混合物
、より好ましくは分離したマグネシウム、エチルセルロース、ポリカプロラクトン、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ブタジエン－スチレンコポリマー（たとえば
、ミディアムとハイインパクトポリスチレン）、ポリアセタール、アクリロニトリル－ブ
タジエン－スチレンコポリマー、エチレン酢酸ビニルコポリマー、及びポリプロピレン／
ポリスチレンのブレンド物のようなブレンド物、並びにそれらの混合物を含む。潤滑材料
が冷間プレスされる場合は、好ましくは潤滑材料の１～２０重量％、より好ましくは５～
１５重量％の疎水性結合剤を含む。潤滑材料が、以下で論じるように、押出プロセス又は
射出成形によって製造される場合は、潤滑材料の好ましくは１０～５０重量％、より好ま
しくは１５～４０重量％、更により好ましくは２０～３５重量％の疎水性結合剤を含む。
【００２２】
　Ｖ．更なる任意成分
　いくつかの実施形態では、潤滑材料は、Ｇｉｌｌｅｔｔｅ、Ｓｃｈｉｃｋ、又はＢＩＣ
によるかみそりカートリッジに使用されるものなどの、市販の剃毛補助部材又は皮膚係合
部材に一般的に見出される任意の他の成分を含んでもよい。そのような皮膚係合部材の非
限定的な例として、米国特許第６，３０１，７８５号、同第６，４４２，８３９号、同第
６，２９８，５５８号、同第６，３０２，７８５号、米国特許出願公開第２００８／０６
０２０１号、及び同第２００９／０２２３０５７号に開示されたものが挙げられる。
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【００２３】
　それ故に、潤滑材料は、低分子量の水溶性離形性向上剤（ポリエチレングリコール（分
子量＜１０，０００、たとえば、１～１０重量％　ＰＥＧ－１００）など）、水膨潤性離
形性向上剤（架橋ポリアクリル系のもの（たとえば、２～７重量％）など）、着色剤、ス
キン感触／ケア活性剤、界面活性剤、石鹸（インタラプテッドソープ（interrupted soap
）を含む）、抗酸化剤、防腐剤、皮膚軟化剤、脂質、オイル、ワックス、脂肪、冷却剤（
特に、不揮発性冷却剤）、精油、顎鬚軟化剤、収斂剤、薬剤、可塑剤、追加の潤滑剤、脱
毛剤／角質溶解物質、粘着付与剤、皮膚鎮静剤、香料、相溶化剤、抗炎症剤、抗掻痒／反
対刺激物質等、及びこれらの混合物などの他の従来の剃毛補助剤成分を含む場合がある。
【００２４】
　ＶＩ．潤滑材料
　潤滑材料は、好ましくは、圧縮された粉末の形態で容器に入れて提供される。本明細書
において用いられるとき、用語「圧縮された粉末」は、好ましくは、冷間圧縮技術を用い
てその後に圧縮される粒子化された潤滑材料を指す。好ましくは、粒径は、粒子の９０％
が２０メッシュスクリーンを通過する、すなわち、粒子の９０％が直径８４１ミクロン未
満であるようなものである。潤滑材料は、１ＫＮを上回る圧縮力によって圧縮されて容器
の中に入れられる。このことは、ダイプレスのような技術において公知の任意の方法及び
機器を用いて達成され得る。
【００２５】
　潤滑材料自体は、約５０万～１０百万、好ましくは約１百万～６百万、より好ましくは
約１百万～５百万、更により好ましくは約１百万～４百万、最も好ましくは約１百万～２
百万の平均分子量を有し得る。驚くことに、選択された平均分子量の潤滑材料と、ブレー
ド平面に対する潤滑材料最大壁高さについての容器の位置との組合せが、後述するように
、改善された潤滑を提供することがわかった。
【００２６】
　理論に拘束されることなく、皮膚係合部材、特に潤滑材料を形成するために用いられる
特定の製造加工技術が、結果として生じる潤滑材料の分子量に影響を及ぼす熱誘導劣化を
生じさせ得ると考えられている。好ましい実施形態では、潤滑材料は、冷間圧縮されて容
器の中に入れられる。
【００２７】
　ＶＩＩ．皮膚係合部材
　かみそりカートリッジは、少なくとも１つ又は２つの皮膚係合部材を備えている。皮膚
係合部材（複数も可）は、基部と、基部から好ましくは垂直に鉛直方向に延びている少な
くとも１つの側壁と、皮膚接触面とを有する容器を備えている。好ましい実施形態では、
前述の容器は、基部と、少なくとも２つの側壁、より好ましくは少なくとも４つの側壁と
、を備え、好ましくは、前述の壁は基部を完全に取り囲む。一般的には、それぞれの対の
壁は、ほぼ平行であり、好ましくは、１つの対の壁が少なくとも２つのブレードにほぼ平
行である。代替として、基部は、一体の単一壁によって包囲されてもよい。容器は、ほぼ
長方形又は卵形を含む任意の形状を形成してもよい。容器は、一般的には、ブレードに隣
接する前壁と、好ましくは前壁にほぼ平行で前述のブレードから最も遠くにある後壁と、
を有する。
【００２８】
　容器は、好ましくは、使用中に潤滑材料を皮膚の上に分配するための少なくとも１つの
分配開口部を更に備えている。たとえば、皮膚係合部材は、少なくとも１つの開口部がそ
の中に形成される容器を備えてもよい。１つの実施形態では、容器は、側壁（複数も可）
からほぼ垂直に延びている最上部を備えている。容器は、そのような実施形態では、一般
的に、潤滑材料を受容するための受容領域を有する。最上部は、基部にほぼ平行であり得
るか、又は、ブレードからの容器の距離が増加するにつれて、ブレード平面から最上部ま
での距離が増減するような角度で提供され得る。１つの実施形態では、容器の最上部の高
さは、ブレードからの容器の距離が増加するにつれて、ブレード平面からの距離が増加す
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る。代替的な実施形態では、容器の最上部の高さは、ブレードからの容器距離が増加する
と、ブレード平面からの距離が減少する。
【００２９】
　開口部は、任意の形状のものであってもよく、たとえば、約０．００３２４～約１．６
１３ｃｍ2の断面積を有してもよい。小さい開口部は、また、約０．０３２４～約０．３
２４ｃｍ2、又は約０．０６４５～０．１６１３５ｃｍ2の断面積を備えることができる。
より大きい開口部は、約０．３２４～約１．６１３ｃｍ2、又は約０．６４５～約１．２
９ｃｍ2の断面積を有することができる。容器は、大きくてもよい及び／又は小さくても
よい単一の開口部又は複数の開口部を備え得る。１つの実施形態では、容器は、少なくと
も２つの開口部を備えている。小さい開口部と大きい開口部との組合せは、また、水に対
する潤滑材料の所望の分配速度及び曝露量に応じて、同じ皮膚係合部材に、又は同じカー
トリッジの別個の皮膚係合部材に提供されることができる。１つの実施形態では、皮膚係
合部材の最上部は、１つの開口部、好ましくは２つの開口部、更に好ましくは互いに隣接
した２つのほぼ同じ開口部を備えている。
【００３０】
　皮膚係合部材は、一般的には、ある表面積を有する皮膚係合面を有するが、少なくとも
１つの開口部（すなわち、複数の開口部が存在する場合には、すべての開口部の合計）は
、表面積と断面積との比が約５０：１～約１：１、又は約２５：１～約２：１、又は約１
０：１～約３：１であるような断面積を有する。個々の開口部は、また、使用される開口
部の数に応じて変化する最大横方向距離を有し得、その距離は、たとえば、除毛カートリ
ッジ、又は任意の除毛部材の露出された長さに対応する皮膚係合部材の一部分の最大横方
向距離の約１％～約９９％、又は約２％～約９５％、又は約３％～約９０％、又は約５％
～約８０％、又は約１０％～約７５％、又は約１５％～約５０％である。好適なキャリア
の例としては、米国特許第６，２９８，５５８号又は同第７，５８１，３１８号に開示さ
れているシースが挙げられる。１つ以上の開口部は、皮膚係合部材、又は任意の除毛部材
の露出された長さ、すなわち、除毛に利用可能な、たとえば、クリップのように覆われて
いない長さに対応する皮膚係合部材の一部分の面積又は長さを実質的に又は全体的にカバ
ーするように配設され得る。たとえば、複数の開口部は、任意の除毛部材、又は除毛カー
トリッジの最大横方向距離の露出された長さに実質的に又は全体的に及ぶ配列に配設され
、それにより、潤滑材料を剃毛される面積にわたって提供し得る。代替として、１つ以上
の開口部は、上記の個々の開口部に対して述べられた百分率の範囲又は値のうちのいずれ
かに従って、皮膚係合部材、又は任意の除毛部材の露出された長さに対応する皮膚係合部
材の一部分の面積又は長さをカバーするように配設され得る。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、前述の皮膚係合部材及び／又は容器の少なくとも一部分は、
直線状ではなく、たとえば、角度付きか、又は曲線状である。本明細書で定義される場合
、曲線状とは、少なくとも一部分が直線を形成しないように湾曲していることを意味する
。少なくとも２つの皮膚係合部材が提供される場合、これらは、また、直線を形成しない
ように互いに対して位置付けられてもよい。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、皮膚係合部材の曲線状の又は角度付きの性質とは、少なくと
も部分的なリングを形成するようなものである。本明細書において定義される部分的なリ
ングとは、構造体が内部領域を形成するように凹状である少なくとも２つの曲線状の又は
角度付きの区画を有することを意味する。部分的なリングは、また、前述の内部領域に対
して凸状に位置付けられた曲線状の又は角度付きの部分を含むことができる。前述の皮膚
係合部材のうちの１つ以上は、また、完全なリングを形成するように互いに対して位置付
けられてもよい。リングを、単一の皮膚係合部材によって形成することができるが、２つ
以上の皮膚係合部材がその終端部において若しくは終端部の付近で接触するか、又は更に
は重なることにより、そのようなリングを形成することができる。
【００３３】
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　皮膚係合部材の容器、すなわち、潤滑材料がない状態の皮膚係合部材の物理的構造体を
、様々な材料から形成することができる。容器は、好ましくは、たとえば、通常の使用中
に劣化又は溶解しないように、非水溶性材料から提供されてもよい。
【００３４】
　一般的には、容器が十分な機械的強度及び剛性を有することにより、最初に製造された
とき、及びかなりの量の潤滑材料が容器から外に浸出した後の両方において、皮膚係合部
材全体に適切な機械的強度を提供する。代替的又は付加的に、更なる補強材も利用され得
る。いくつかの実施形態では、容器は、基部及び１つ以上の側壁を備え、それらは、その
上に又はその中に潤滑材料が置かれる受容領域又はチャネルを形成する。キャリアは、ま
た、前述の基部から離れる方に延びている前述の受容領域の内部に１つ以上の保持部材を
形成してもよい。保持部材は、また、細長く、容器の長さ又は幅の少なくとも約２０％～
約１００％、又は約３５％～約７５％、又は約５０％にわたって伸びていてもよい。複数
の保持部材を、たとえば、受容領域全体にわたって直線的又は非直線的に整列した状態で
使用してもよく、それらを等距離で間隔をあけるか又はあけないことも可能である。保持
部材（複数も可）は、約０．０５ｃｍ～約１ｃｍ、又は約０．１ｃｍ～約０．５ｃｍの高
さを有し得る。言い換えれば、保持部材のうちの１つ以上（たとえば、すべて）は、前述
の側壁のうちの少なくとも１つの高さの約１０％～約１００％、又は約３０％～約６０％
の高さを有し得る。
【００３５】
　側壁は、（容器の基部から離れる方に測定したとき）同じ高さであっても、そうでなく
てもよい。側壁のうちの少なくとも１つは、約０．１ｃｍ～約１ｃｍ、好ましくは約０．
２ｃｍ～約０．４ｃｍの高さを有することができる。側壁の対を、壁が前述の基部から離
れる方に延びているとき、互いから離れるように付勢することができる、又は互いに向か
うように付勢することができる。少なくとも１つの壁は、基部から鉛直方向に延びており
、好ましくは、ブレード平面（Ｐ）に対して垂直である。容器の一方又は両方の端部を、
たとえば、米国特許第７，５８１，３１８号に記載されるように、包囲することができる
。少なくとも１つの壁の最大高さという用語は、本明細書において使用するとき、少なく
とも２つのブレードに好ましくはほぼ平行でそれらに最も近い第１の前壁を指すか、又は
、前述の少なくとも２つのブレードから最も遠い後壁を指す。１つの実施形態では、上述
の少なくとも１つの壁は、上述の少なくとも２つのブレードに最も近い。代替的な実施形
態では、少なくとも１つの壁は、上述の少なくとも２つの壁から最も遠い。１つの実施形
態では、前壁の後壁に対する高さの比は、５：１～１：５、より好ましくは２：１～１：
２であり、そして、より好ましくは、前壁の高さは後壁の高さよりも大きい。壁は、０．
１ｃｍ～１．０ｃｍ、好ましくは０．３～０．５ｃｍの厚さを有する。
【００３６】
　容器は、好ましくは、上述の潤滑材料によって、少なくとも６０％、好ましくは少なく
とも８０％、より好ましくは１００％充填される。容器容積は、また、容器が、容積で、
少なくとも１０５％、好ましくは少なくとも１１０％、より好ましくは少なくとも１２０
％の上述の潤滑材料を含むように、過剰に充填されてもよい。
【００３７】
　キャリアは、非水溶性ポリマー、特に熱可塑性樹脂から作製され得る。熱可塑性樹脂は
、ある形状に押出成形又は金型成形され得る材料であり、たとえば、水、更には通常家庭
の最高温水温度（たとえば、最高１２５℃）との接触、使用中の消費者による通常の摩損
、装置組立及び出荷等のような通常の環境条件下において弾力的である。キャリアでの使
用に好適な熱可塑性樹脂としては、ポリスチレン、耐衝撃性ポリスチレン（ポリスチレン
－ブタジエン）、ポリプロピレン、充填ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロンエチレ
ン酢酸ビニル、７０％ナイロン／３０％ポリエチレンオキシド、６０％ポリスチレン／４
０％ポリエチレンオキシドブタジエンスチレンコポリマー等のブレンド、ポリアセタール
、アクリロニトリル－ブタジエンスチレンコポリマー、及びこれらの混合物が挙げられる
。好ましい樹脂は、耐衝撃性ポリスチレン、ポリスチレン、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ



(10) JP 6325688 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

）、及びこれらの混合物である。
【００３８】
　ＶＩＩＩ．かみそりカートリッジ
　本発明によると、かみそりカートリッジが提供され、かみそりカートリッジは、上述の
ように、ハウジングと、ブレード剃毛平面（Ｐ）を成形する少なくとも２つ以上のブレー
ドと、少なくとも１つの皮膚係合部材と、を備えている。ブレード平面は、ハウジングの
中の最初及び最後のブレードの場所及び向きから延びている水平面によって画定される。
皮膚係合部材は、（たとえば、容器を介して）、Ｌｏｃｔｉｔｅ　Ｓｕｐｅｒ　Ｂｏｎｄ
ｅｒ　４９９のような接着剤、機械的なロック機構、熱溶着、カートリッジハウジングと
の共鋳造のような当該技術分野において公知の任意の好適な手段、又はその組合せによっ
てカートリッジに固定され得る。
【００３９】
　有利には、１つの実施形態では、少なくとも２つ以上のブレードの外側周辺部の少なく
とも３０％、又は大部分（すなわち、少なくとも５０％）、又は少なくとも７５％、又は
最高１００％が、１つ以上の容器（たとえば、ブレードの前方の１つの皮膚係合部材及び
ブレードの後方の１つの皮膚係合部材）によって取り囲まれてもよい。単一の容器が、上
述の２つ以上のブレードの少なくとも一部分を取り囲むために用いられてもよく、あるい
は複数の容器及び／又は同じ容器の内部の様々な組成物が、上述の２つ以上のブレードの
少なくとも一部分を取り囲むために用いられてもよい。本明細書において使用するとき、
ブレードの「周辺部」とは、除毛部材（複数可）がその上に存在する構造体、たとえばハ
ウジングの外側周辺部を意味する。用語「取り囲む」は、本明細書において使用するとき
、少なくとも２つ以上のブレードが、上述の容器によって包囲されることを必ずしも必要
とせず、容器は、上述の少なくとも２つ以上のブレードに隣接して平行に位置し得る。
【００４０】
　少なくとも１つの皮膚係合部材は、２つ以上のブレードの少なくとも２つの側面を少な
くとも部分的に取り囲んでいてもよく、１つの実施形態においては、部分的なリングを形
成するか、又は、少なくとも２つのブレードの周辺部全体を完全に取り囲んでいてもよい
。上記で説明したように、少なくとも１つの皮膚係合部材を、単一の皮膚係合部材から形
成することができ、又は２つ以上の皮膚係合部材から形成することができる。
【００４１】
　かみそりカートリッジは、通常、第１の端部と第２の端部との間に位置する少なくとも
２つ、好ましくは３つ以上、より好ましくは４つ以上、最も好ましくは５つのブレードを
備えている。上述の２つ以上の細長い刃は、上述の第１の端部に向かって延びて、かみそ
りカートリッジのハウジングと共に設置された先端部を備えている。たとえば、米国特許
第７，１６８，１７３号は、Ｔｈｅ　Ｇｉｌｌｅｔｔｅ　Ｃｏｍｐａｎｙから市販されて
おり、複数のブレードを有するかみそりカートリッジを含むＦｕｓｉｏｎ（登録商標）か
みそりを概して記載している。加えて、かみそりカートリッジは、ガード及び皮膚係合部
材を含んでもよい。様々なかみそりカートリッジを本発明に従って用いることができる。
フィン、ガード、及び／又は剃毛補助具を備える、並びにこれらを備えない好適なかみそ
りカートリッジの非限定的な例としては、Ｆｕｓｉｏｎ（登録商標）、Ｖｅｎｕｓ（登録
商標）の製品ラインの下でＧｉｌｌｅｔｔｅ　Ｃｏｍｐａｎｙによって販売されるもの、
並びに米国特許第７，１９７，８２５号、同第６，４４９，８４９号、同第６，４４２，
８３９号、同第６，３０１，７８５号、同第６，２９８，５５８号、同第６，１６１，２
８８号、及び米国特許出願公開第２００８／０６０２０１号に開示されるものが挙げられ
る。当業者であれば、本発明の皮膚係合部材を、２枚、３枚、４枚、５枚、若しくはそれ
を上回るブレードを有するものを含む任意の現在販売されているシステム又は使い捨てか
みそりと共に使用できることを理解するであろう。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、前述の少なくとも１つの皮膚係合部材は、少なくとも２つの
ブレードの前方、間、及び／又は後方の、剃毛処置中に皮膚と接触するカートリッジの部
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分の上に設置される。２つ以上のブレードの「前方の」特徴部は、たとえば、剃毛装置に
よって処理されるべき表面が除毛部材に出会う前にこの特徴部に出会うような位置にある
。除毛部材の「後方の」特徴部は、剃毛装置によって処理されるべき表面が除毛部材に出
会った後にこの特徴部に出会うような位置にある。２つ以上の皮膚係合部材が剃毛装置に
提供される場合、皮膚係合部材は、物理的な形状／構造及び／又は化学組成の点で同じ（
同一）であり得るか、又は異なり得る。１つの好ましい実施形態において、上述の皮膚係
合部材は、少なくとも２つのブレードの後方に設置される。
【００４３】
　皮膚係合部材、又は２つ以上の皮膚係合部材を有する実施形態についてのそれぞれの皮
膚係合部材は、ブレード平面が、独立してそれぞれの皮膚係合部材の容器の少なくとも１
つの壁の最大高さの上方又は下方にあるようにハウジングの上に位置付けられる。ポリエ
チレンオキシド及び好ましくは潤滑材料の特定の分子量と、それぞれの容器の独立した最
大壁高さ（ｈ）との組合せが、本明細書の式に従って複合的である場合、潤滑の改善に結
びつくことがわかった。驚くべきことに、改善された潤滑性能は、潤滑材料のポリエチレ
ンオキシドの特定の分子量と組み合わされたときに、皮膚係合部材の少なくとも１つの壁
の最大高さをブレード平面の上方及び下方の最大レベル（ｈ）において有することによっ
てもたらされ得ることがわかった。容器の壁の最大高さ（ｈ）は、ブレード平面の上方約
０．１ｍｍ～下方約０．６ｍｍ、好ましくは０．００ｍｍ～下方０．３ｍｍであり、上述
のポリエチレンオキシドポリマーの分子量は、約５０万～約１０百万、好ましくは約１百
万～約６百万、より好ましくは約１百万～約５百万、更により好ましくは約１百万～約４
百万、最も好ましくは約１百万～約２百万である。ポリエチレンオキシドポリマーの分子
量（百万）とそれぞれの容器の壁の最大高さの高さ（ｍｍ）との関係は、上述のポリエチ
レンオキシドポリマーの分子量と上述の壁の最大高さとの間の関係が、ポリマーの分子量
（百万）＝１０*ｈ（ｍｍ）＋７、好ましくは、ポリマーの分子量（百万）＝１５*ｈ（ｍ
ｍ）＋６という式に従う線の下方の面積によって表されるように決定される。
【００４４】
　理論に拘束されることなく、より高い分子量を有するポリエチレンオキシドコポリマー
が、一般的に、水性環境との相互作用に起因する潤滑効果をもたらすためには、より大き
い負荷又は力の作用を受けることを必要とする。しかし、そのような高い負荷は、消費者
にとって望ましくはない。したがって、所与のポリエチレンオキシドポリマーの性能は、
消費者に許容可能な負荷と潤滑の両方を提供するように選択された容器高さとの組合せに
よって改善されると考えられる。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、カートリッジは、ユーザの皮膚を係合するための少なくとも
１つの細長い可撓性突出部を備えるガードを備えている。少なくとも１つの可撓性突出部
は、１つ以上の細長い刃（ブレード）に概して平行な可撓性フィンを含んでもよい。前述
の少なくとも１つの可撓性突出部は、１つ以上の細長い刃に概して平行ではない少なくと
も１つの部分を備える可撓性フィンを、追加的に又は代替的に備えていてもよい。好適な
ガードの非限定的な例は、現在のかみそりブレードにおいて用いられるものを含み、米国
特許第７，６０７，２３０号、同第７，０２４，７７６号（エラストマーの／可撓性のフ
ィンバーを開示する）、米国特許出願公開第２００８／００３４５９０号（曲線状のガー
ドフィンを開示する）、同第２００９／００４９６９５Ａ１号（上面と下面との間に延び
ている少なくとも１つの経路を成形するガードを有するエラストマーのガードを開示する
）に開示されているものを含む。いくつかの実施形態では、前述の皮膚係合部材は、ガー
ドの後方かつ除毛部材の前方のカートリッジの上に位置付けられる。別の実施形態では、
皮膚係合部材は、ガードの前方のカートリッジの上に位置付けられる。この実施形態は、
ガードと接触する前に潤滑材料を供給するのに特に有用である可能性がある。
【００４６】
　このカートリッジは、除毛経験に更なる潤滑を提供するために、追加的な潤滑材料（公
知の又は市販されている剃毛補助剤又は潤滑ストリップなどの）を更に含む場合がある。
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この追加的な潤滑材料は、一般的には、非水溶性ポリマー及び水溶性ポリマーを含む。そ
のような剃毛補助具又は潤滑ストリップは、皮膚係合部材に隣接して、又は少なくとも２
つのブレードの前方、間、若しくは「後方」に位置することができる。代替的な実施形態
では、ルブラストリップは、かみそりカートリッジハウジングを部分的に又は完全に取り
囲むように位置付けられてもよい。本明細書においての使用に好適な公知の潤滑材料の非
限定的な例は、米国特許第７，０６９，６５８号、同第６，９４４，９５２号、同第６，
５９４，９０４号、同第６，３０２，７８５号、同第６，１８２，３６５号、Ｄ４２４，
７４５号、同第６，１８５，８２２号、同第６，２９８，５５８号、同第５，１１３，５
８５号、及び米国特許出願公開第２００９／０２２３０５７号に記載されているような剃
毛補助剤及び潤滑ストリップを含む。カートリッジは、また、キャップを更に備えていて
もよい。
【００４７】
　ＩＸ．図面
　図１は、本発明の少なくとも１つの実施形態による除毛装置（１００）の側面図である
。この装置は、第１の端部（７１０）及び第２の端部（７２０）を有する除毛カートリッ
ジ（７００）を備え、このカートリッジは、ハンドル（２００）に動作可能に接続される
。この例では、除毛カートリッジは、２つの細長い刃（たとえば、ブレード）（４００）
と、２つの細長い刃の前方に位置する皮膚係合部材（３００）と、２つの細長い刃の後方
に位置する皮膚係合部材（３５０）と、を含む。更に、ガード（６００）が皮膚係合部材
の前方に提供されている。任意の剃毛補助具（５００）が細長い刃の後方に提供されてい
る。皮膚係合部材（３００及び３５０）は、ブレード平面の下方にある。
【００４８】
　図２は、本発明の少なくとも１つの実施形態による別のかみそりカートリッジの断面側
面図である。かみそりブレードの、ブレード間ガード（４１０）を有する２つの細長い刃
（４００）を示す。この例では、第１の皮膚係合部材（３００）は、細長い刃の前方かつ
ガードの前方に位置し、ガード（６００）は、細長い刃と皮膚係合部材（３００）との間
に位置する。ここでは、細長い刃の後方に位置する第２の皮膚係合部材（３５０）を更に
示す。第１及び第２の皮膚係合部材は、好ましくは、同じ皮膚係合部材の部品であるが、
異なる別個の構造的要素であってもよい。
【００４９】
　図３は、除毛カートリッジの上に提供されたブレードの３つの細長い刃を示す。この図
には、潤滑材料（３３０）が使用中に皮膚の上に分配されることを可能にするための開口
部（３２０）を形成する容器（３１０）も示されている。この図では、ガード（６００）
が第１の皮膚係合部材の前方に位置している。
【００５０】
　図４は、第１の皮膚係合部材（３００）の前方であるが、それに隣接せずに位置するガ
ード（６００）、及び第２の皮膚係合部材（３５０）の後方に位置する従来の中実のポリ
マーの剃毛補助具（５００）を示す。
【００５１】
　図５は、ブレードの４つの細長い刃と、細長い刃の前方に位置するガード（６００）と
を示し、皮膚係合部材（３００）は細長い刃の後方にある。皮膚係合部材の容器（３１０
）は、ブレード平面（Ｐ）の上方に最大高さ（ｈａ）を有する壁を有する。
【００５２】
　図６は、ブレードの３つの細長い刃と、細長い刃の前方に位置するガード（６００）と
を示し、皮膚係合部材（３００）は、細長い刃の後方にある。皮膚係合部材の容器（３１
０）は、ブレード平面（Ｐ）の下方に最大高さ（ｈｂ）を有する壁を有する。
【００５３】
　Ｘ．製作方法
　潤滑材料を、様々な方法で製造することができる。好適な方法についての非限定的な例
は、超音波又は熱の押出成形及び鋳造を伴うか又は伴わない冷間圧縮を含む。好ましくは
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、潤滑材料は、圧縮された粉末の形態で提供される。本明細書において使用されるとき、
用語「圧縮された粉末」は、その元の状態から圧縮されて相互に連結した粒子の溶融固体
を形成している潤滑材料を指す。この固体は、開始「容積」の潤滑材料と比較して、実質
的に気孔率が低減されている。潤滑材料は、当該技術分野における公知の方法を使用して
、圧縮された粉末に形成される。たとえば、１ＫＮを上回る、好ましくは２～５ＫＮの圧
力を使用する冷間圧縮が、約０．５～１０秒間、好ましくは０．５～５秒間、更に好まし
くは０．５～２秒間の保持時間の間、ダイの中へと直接加えられる。圧縮は、容器の中へ
の挿入の前又は後において実行され得る。
【００５４】
　皮膚係合部材を、様々な方法で製作することができる。皮膚係合部材は、また、容器を
製造し（たとえば、射出成形によって）、次に、たとえば、ラムを用い、かつ熱を加える
か若しくは加えずに、潤滑材料を容器の中／上に圧縮するか、又は潤滑材料を容器の中に
超音波で突き固めて、たとえば、それを粉末形態で容器の中に注入することによって作製
され得る。皮膚係合部材は、共押出成形（すなわち、２つ以上の開口部を有する単一の押
出ダイを経て押出成形品が押し出されたときに一緒に融合し溶着する）によって、二色成
形／二構成成分成形（すなわち、この場合、容器若しくは潤滑材料が最初にある形状に成
形され、これを、次に容器若しくは潤滑材料のうちの他方を成形するために使用すること
ができる）によって、又は容器及び潤滑材料を別個に押出成形若しくは鋳造し、次に、同
一のプロセス若しくは別個のプロセス／場所の下流工程において組み立てることによって
、製作され得る。上記で説明したように、皮膚係合部材を、潤滑材料を容器キャリアと接
触させる前又は後において、非直線部分を含むように変形させることができる。
【００５５】
　ＸＩ．除毛の方法
　本発明のかみそりカートリッジは、除毛（特に剃毛）のために、又は除毛（特に剃毛）
の方法において使用され得、この方法は、なんらかの形式の本発明に従うかみそりカート
リッジ又は除毛装置（特にかみそり）を提供する工程と、これを身体の表面上を通過させ
る工程と、を含む。任意の追加工程としては、表面を湿らせる工程と、表面を洗浄する工
程と、様々な一般的に公知の剃毛剤のうちの１つを表面に塗布する工程と、（前述の選択
は、一般的には、除毛／かみそりカートリッジ又は除毛装置／かみそりを表面上に通過さ
せる前に行われる）、表面をすすぐ工程と（これは、除毛／かみそりカートリッジ又は除
毛装置／かみそりを表面上に通過させる前及び／又は後に行われ得る）、表面を乾燥させ
る工程と、様々な一般的に公知の剃毛後組成物のうちの１つを表面に塗布する工程と（最
後の２つの工程は、一般的に、除毛／かみそりカートリッジ又は除毛装置／かみそりを表
面上に通過させた後に行われる）が挙げられ得る。
【実施例】
【００５６】
　市販のＧｉｌｌｅｔｔｅ　ＰｒｏＧｌｉｄｅ　Ｐｏｗｅｒに基づくかみそりカートリッ
ジを、以下の改変について試験するために準備する。
【００５７】
　市販の予め組み立てられたＰｒｏＧｌｉｄｅ　Ｐｏｗｅｒカートリッジの後方のルブラ
ストリップハウジング構成部品を、機械によりカートリッジから除去する。皮膚係合部材
は、寸法が３３．８ｍｍ（長さ）、３．６ｍｍ（高さ）、３．２ｍｍ（幅）の長方形の容
器から成り、皮膚接触面は、中央に位置する２つの分配開口部を有し、２つの分配開口部
は、寸法が１４．２ｍｍ（長さ）及び１．２ｍｍ（幅）で、０．５ｍｍだけ隔てられて全
長が２８．９ｍｍとなっている。容器を、ポリフェニレンオキシドとポリスチレンとのブ
レンド物（商品名「Ｎｏｒｙｌ」の下で入手可能）から、射出成形によって製造した。皮
膚係合部材を、ジクロロメタン／トリクロロエチレンベースの接着剤による接着によって
、カートリッジに取り付ける。下表中の潤滑材料を、以下で提供される実施例における構
成成分を乾式混合し、１５０ｍｇを皮膚係合部材容器の中へ２．２ＫＮのダイプレスを用
いて、約５秒間、圧縮締固めすることによって作製した。
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【００５８】
【表１】

【００５９】
【表２】

【００６０】
　ＸＩＩＩ．消費者試験
　週に少なくとも３回は剃毛する１８歳～５４歳の９４人の英国に拠点を置く男性湿式剃
毛者（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ及びＦｕｓｉｏｎ　ＰｒｏＧｌｉｄｅ　Ｐｏｗｅｒを除
く現在のＧｉｌｌｅｔｔｅ　Ｆｕｓｉｏｎユーザ）を、試験パネルのために募集した。そ
れぞれのパネリストに、上記で列挙した７つの生成物から無作為に選んだ３つの生成物を
提供した。パネリストには、毎週、パネリスト自身の剃毛剤及び剃毛後製品を用い、１つ
の試験製品を用いて剃毛するよう求めた。パネリストには、それぞれの剃毛の後に質問表
に記入すること、及び、試験製品を１週間使用した後に、更に１週間にわたり質問表に記
入することを依頼した。パネリストには、全体的な剃毛及び滑り性能を、悪い（１）、並
み（２）、良い（３）、非常に良い（４）、最高（５）のスケールを用いて評価すること
を依頼した。試験の結果を下記に示す。
【００６１】
【表３】

【００６２】
　データから、本発明の実施例の全てが消費者に顕著な潤滑効果を提供することを明かに
見て取ることができる。
【００６３】
　本明細書で使用するとき、分子量（ｍｏｌ．ｗｔ．）は、統一原子質量単位、ダルトン
、又はｇ／ｍｏｌで与えられる。
【００６４】
　本明細書を通して与えられるあらゆる最大の数値限界は、あらゆるより小さい数値限界
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を、あたかもかかるより小さい数値限界が本明細書に明示的に記載されているかのように
含むことを理解すべきである。本明細書を通して与えられるあらゆる最小数値限界は、あ
らゆるより大きい数値限界を、あたかもかかるより大きい数値限界が本明細書に明示的に
記載されているかのように含む。本明細書を通して与えられるあらゆる数値範囲は、かか
るより広い数値範囲内にあるあらゆるより狭い数値範囲を、あたかもより狭い数値範囲が
本明細書にすべて明示的に記載されているかのように含む。
【００６５】
　特に指定のない限り、本明細書、実施例、及び特許請求の範囲において、本明細書のす
べての部、比、及び百分率は、重量基準であり、すべての数値限定は、当該分野により提
供される通常の程度の精度で使用される。
【００６６】
　本明細書で開示する寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳密に限られるとして理解
されるべきではない。その代わりに、特に指示がない限り、このような寸法はそれぞれ、
列挙された値とその値を囲む機能的に同等な範囲との両方を意味することが意図されてい
る。たとえば、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するもので
ある。
【００６７】
　相互参照されるか又は関連する全ての特許又は特許出願、及び本願が優先権若しくはそ
の利益を主張する任意の特許出願又は特許を含む、本明細書に引用される全ての文書は、
明示的に除外されるか又は別途限定されない限り、参照によりその全体が本明細書に組み
込まれる。いかなる文献の引用も、本明細書中で開示又は特許請求される任意の発明に対
する先行技術であるとは認められず、又はそれが単独で若しくは任意の別の参考文献と組
み合わさって、任意のそのような発明を教示、示唆、又は開示するとは認められない。更
に、本文書における用語の任意の意味又は定義が、参照することによって組み込まれる文
書における同じ用語の意味又は定義と矛盾する限りにおいて、本文書においてその用語に
与えられた意味又は定義が適用されるものとする。
【００６８】
　本発明の特定の実施形態が例解され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正を加えることができることが当業者には自明であろ
う。したがって、本発明の範囲内に含まれるそのような全ての変更及び修正が、添付の特
許請求の範囲内に網羅されることが意図される。
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